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３２５ 交付取扱店の変更 

 

 
＊ 記名国債証券交付事務を事務集中センター等において行う場合には、当該事務集中センター

等において取扱うことができる。 

①旧交付取扱店の

取扱い 

 ○ 業務局から交付取扱店変更の通知書の送付を受けたとき

は 
＊ 事務集中センター等において記名国債証券交付事務を行う場合で

あっても、交付取扱店変更の通知書は、業務局から旧交付取扱店に

送付される。 

● 自店において保管中の交付内訳書の該当備考欄に通知

書日付を表示し、「交付取扱店変更」と記載する。 

 

● 該当する証券・交付照合用の記名国債証券印鑑票また

は氏名等届出書をそれぞれ現在高から払出し、速やかに

新交付取扱店へ送付する。 
⇒ ３１２①・３１３① 参照・証券・印鑑票・氏名等届出書の送付 

 
＊  該当する証券の国債名称等が見本証券（印鑑票等毎配付分）に

かかるものであるときは、当該証券と同枚数の見本証券（印鑑票

等毎配付分）を現在高から払出し、印鑑票等（見本証券添付分）

等と一緒に当該見本証券（印鑑票等毎配付分）を新交付取扱店へ

送付する。なお、見本証券（印鑑票等毎配付分）の受払について

は、見本国債証券類保管目録への記載を要しない。 

⇒ 見本証券（印鑑票等毎配付分）を送付するときの取扱いは、

３１２①参照 

 

○ 通知書は、自店に保管（保管期間１年）する。 
  ＊ 記名国債証券交付事務を事務集中センター等において行う場合

には、当該事務集中センター等において通知書を整理保管するこ

とができる。この場合、当該事務集中センター等において複数の

代理店分の通知書を整理保管するときは、代理店ごとに区分して

整理保管する。 
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交付内訳書の記載例 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②新交付取扱店の取

扱い 

○ 業務局から交付取扱店変更の通知書と一緒に交付内訳書

の送付を受けたときは、交付内訳書の交付取扱店欄に自店

の店名が記載されていることを確かめる。 
 ＊ 事務集中センター等において記名国債証券交付事務を行う場合で

あっても、交付取扱店変更の通知書および交付内訳書は、業務局か

ら新交付取扱店に送付される。 

 ○ 通知書は、交付内訳書に添付して自店に保管する。 
＊ 記名国債証券交付事務を事務集中センター等において行う場合 

には、当該事務集中センター等において通知書を交付内訳書に添付

して整理保管することができる。この場合、当該事務集中センター

等において複数の代理店分の通知書を整理保管するときは、代理店

ごとに区分して整理保管する。 
⇒ ３２１④ 参照・交付内訳書の整理保管 

 

○ 旧交付取扱店から証券・交付照合用の印鑑票または氏名

等届出書の送付を受けたときは、それぞれ交付内訳書の記

載事項と照合し、前記３２１により受入手続きを行う。 

 
＊  送付を受けた証券の国債名称等が見本証券（印鑑票等毎配付分）

にかかるものであるときは、当該証券と同枚数の見本証券（印鑑

票等毎配付分）の送付を受ける。なお、見本証券（印鑑票等毎配

付分）の受払については、見本国債証券類保管目録への記載を要

しない。 

 

＊  送付を受けた証券の国債名称等が見本証券（印鑑票等毎配付分）

にかかるものであるときは、当該証券と一緒に同証券と同枚数の

見本証券（印鑑票等毎配付分）の送付を受けていることを併せて

確認する。 
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